
 

 

                                                                         

業務委託契約書（案） 
 

 

日本年金機構 を甲とし、○○○○  を乙として、下記の案件について以下各条項

から構成される契約を締結する。ただし、物品等を甲の指定する場所に納品（搬入の

場合も含む。以下同じ。）する等、契約の履行に要する費用は、契約金額中に含むも

のとする。 

 

記 

 

 

契約件名 日本年金機構昭島寮管理業務 一式 

 

契約金額              円 

      （うち消費税等額            円） 

 

[内訳] 

     月額           円 

      （うち消費税等額         円） 

     なお、月額は契約金額を２４で除して得た額とし、最終月分の支払時には

前月までの支払累計額と契約金額との差額を支払うものとする。 

 

 

契約保証金  全額免除 

 

 

（総則） 

第１条 乙は、本契約書のほか、本契約書に付属する仕様書及び委託する業務の実施

方法等について記載された文書（以下「仕様書等」という。）に定める業務を信義

に則り誠実に実施し、履行期限（成果物の納入期限を含む。以下同じ。）までに完

了するとともに、仕様書等に成果物の納入が義務付けられている場合は、その成果

物を履行期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その対価を乙に支払うもの

とする。 

 

（法令遵守等） 

第２条 本契約の履行に当たり、乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係諸法令を守

り、自ら業務処理計画を立案し、乙の従業員（事業主（法人である場合はその役員）

を含む。）で当該業務に従事する者（以下「業務委託員」という。）を適正に配置

するものとする。 

２ 乙は、当該業務の実施に関し、業務委託員への指導監督と教育指導を行い、業務

の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。 

３ 乙は、関係諸法令の定めるところにより、公租公課の納付を適切に行うものとす

る。 

収入印紙 

貼  付 



 

   

（労働法上の責任) 

第３条 乙は、業務委託員に対する雇用者又は使用者として、労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、労働者災害補償

保険法（昭和２２年法律第５０号）、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）、

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）、社会保険諸法令その他業務委託員に対する法令上の責任をす

べて負い、責任を持って労務管理し、甲に対し一切責任及び迷惑等を及ぼさないも

のとする。 

２ 乙は、甲に対し、業務委託員に関し、甲の所有又は占有に係る建築物、設備、装

置、通路等乙が使用を許されているものについて安全又は衛生上の責任を負うとと

もに、危険・有害のおそれが発見されたときはその旨を直ちに甲に申し出るものと

し、甲乙協議の上、甲又は乙が速やかに措置を行うこととする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第４条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲に説明を求めるものとする。 

２ 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める義務の履行の責を

免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申

し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでな

い。 

 

（委託期間等） 

第５条 当該業務の委託期間、履行期限及び履行場所は、次のとおりとする。 

委託期間：契約締結日から令和１０年９月３０日まで 

履行場所：仕様書等のとおり 

 

（情報の取得） 

第６条 乙は、当該業務の遂行上、組織的に用いるものとして作成又は取得した文書

等について、甲から要求があった場合については、速やかに提出するものとする。 

  ただし、やむを得ない事情により、乙が作成又は取得した文書等の全部又は一部

について、甲に提出できないことを協議し、承認を得た場合については、この限り

ではない。 

 

（業務履行体制の整備等) 

第７条 乙は、当該業務の処理、業務委託員の服務等の監督を行うための体制並びに

現場責任者及び現場責任者の不在時の補助者となる者(以下「責任者等」という。)

を定め、予め甲に通知しなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 乙は、責任者等及び業務委託員の氏名等を予め甲に通知するものとし、責任者等

及び業務委託員以外の者に当該業務を行わせてはならない。 

 

（秘密の保持等) 

第８条 乙は、本契約の履行において知り得た秘密を、他に漏らし又は目的外に使用

してはならない。 

２ 前項の規定は、本契約終了後も有効とする。 

３ 乙は、責任者等及び業務委託員と、個人情報や機密情報の漏えい及び目的外利用

を禁じた契約を締結すること（契約終了後及び退職後においても有効である旨が記



 

載されていること。）等により、秘密の保持等のための管理体制を整備するものと

する。 

４ 乙は、前項の規定により締結した契約書等の写しを、当該業務の開始までに甲に

提出しなければならない。ただし、乙が個人情報の適切な取扱いを行っている旨の

第三者評価として、プライバシーマーク取得事業者又はＩＳＯ/ＩＥＣ27001又はＪ

ＩＳＱ27001認証を取得している場合を除く。 

５ 乙は、不正の利益を得る目的、若しくは甲又は乙に損害を与える目的を持って第

１項の規定に違反した者について、就業規則等に従い厳正な処分を行い、その内容

を甲に報告しなければならない。 

 

（情報の帰属） 

第９条 当該業務の実施に係る全ての情報は、甲に帰属する。ただし、当該業務の実

施前より乙に帰属している情報は除くものとする。 

 

（情報等の適正な取扱い) 

第１０条 乙は、当該業務の実施に際し入手した全ての情報について、目的外利用等

を行ってはならない。 

２ 乙は、当該業務の実施に際し入手した情報の全部又は一部の複写複製等を行って

はならない。ただし、甲が必要と認めた場合はこの限りでない。 

３ 乙は、当該業務の実施に当たり、複写複製等を行う必要がある場合は、予め甲の

承認を受けるものとする。 

４ 乙は、前項の規定により複写複製物等を作成していた場合において、当該業務が

終了し、又は甲からの指示があった場合は、いずれも甲の指示に従い適切に廃棄又

は消去した上、作業の完了を甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、第１項及び第２項を遵守するための措置を講じなければならない。 

 

（主体的部分等の再委託の禁止） 

第１１条  乙は、当該業務の全部又は主体的部分を第三者に委託してはならない。 

 

（再委託の承認及び変更） 

第１２条 乙は、やむを得ない事情により当該業務の主体的部分を除く一部を第三者

に委託しようとするときは、再委託先の名称、所在地、連絡先、委託する業務の範

囲、再委託を行うことの合理性、必要性、再委託先の履行能力及び報告徴収の方法、

個人情報を取り扱う業務にあっては個人情報の管理、その他運営管理の方法等の詳

細を示した上、事前に甲の承認を得なければならない。 

２ 甲は、前項の再委託先が不適当であると認めたときは、承認をしないことができ

る。承認をした再委託先が後に不適当であると判明したときは、甲は、乙に対して

その変更を求めることができる。 

３ 乙は、第１項の承認を受けた場合には、速やかに再委託先と本契約にて乙に課せ

られている守秘義務等と同等以上の条件及び必要に応じ、甲が自ら、再委託先に対

して調査等を実施することを可能とする条項が含まれた契約を締結することとし、

甲からその契約書の写しについて提示の要求があった場合は、速やかにこれを提示

するものとする。 

４ 第１項の規定に基づき、第三者に当該業務の一部を委託した場合、その業務にお

ける管理責任、事故等の報告義務等については、乙が負うこととする。 

５ 乙は、再委託先による当該業務の更なる第三者への委託をさせてはならない。 



 

 

（災害時の対応） 

第１３条 乙は、当該業務の実施に際し、火災その他非常事態が発生したときは、甲

に協力して、当該業務における甲の損害を最小限にとどめるよう努めなければなら

ない。 

２ 乙は、前項の非常事態が発生した後において、甲に協力して、当該業務が継続的

に行えるよう努めなければならない。 

 

（報告及び検査） 

第１４条 乙は、日々の業務結果について、報告書を作成し、その内容について、甲

が甲の職員の中から指定する監督職員（以下「監督職員」という。）の検査を受け

なければならない。 

２ 前項の検査の結果、不合格となった場合、乙は、監督職員の指示に従い遅滞なく

当該業務を補正しなければならない。 

３ 乙は、月毎に当該処理月分に係る仕様書等に示す業務実施報告書を作成し、その

内容について、甲が甲の職員の中から指定する検査職員（以下「検査職員」という。）

の検査を受けなければならない。 

４ 検査職員は前項に規定する報告書を受理した日から起算して１０日以内（１０日

目が甲の不就労日に該当する場合はその翌就業日まで）に検査を行い、合格又は不

合格を判定するものとする。 

５ 乙は、第３項の検査に合格したときをもって当該月にかかる業務を完了したもの

とする。 

 

（監督） 

第１５条 甲は、本契約の履行に関し、乙に業務遂行上の不適切な行為がある場合に

は、監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示を行わせることができる。 

２ 前項の場合、乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 

 

（調査等)  

第１６条 甲又は監督職員は、乙の事務所又は作業場所に立ち入り、当該業務の実施

状況について、随時に調査を行うこととし、乙に必要な報告を求めることができる

ものとする。 

２ 前項の場合、甲又は監督職員は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことが

できるものとする。 

３ 甲は、国の甲に対する検査・監督上の要請に対応するため、必要に応じて、乙に

対し当該業務に関する資料の提出その他の必要な調査等について協力を求めること

ができる。 

 

（監査） 

第１７条 乙は、当該業務の実施状況について、甲から、外部専門家による監査も含

めた監査の実施に関し、協力の求めがあった場合においては、これに協力するもの

とする。 

２ 前項の場合において、甲又は甲から監査に関し委託を受けた外部専門家が乙の作

業場所に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立

ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定

するものとする。 



 

 

（所有権の移転及び危険負担） 

第１８条 本契約に基づく成果物の所有権は、第１４条に規定する甲の検査に合格し、

甲が受領したときに乙から甲に移転するものとする。 

２ 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責に帰すべか

らざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 

 

（事故報告等) 

第１９条 乙は、当該業務の実施に際し、事故が発生したときは、直ちに監督職員に

報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳細を文書に

より報告しなければならない。 

２ 乙は、当該業務の実施に際し、個人情報や機密情報の漏えい又は漏えいが疑われ

る事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を文書により監督職員に

報告し、その指示を受けなければならない。本契約終了後においても同様とする。 

３ 乙は、当該業務の実施に際し、仕様書等に定める事項に違反する又は違反すると

疑われる事象に関する情報、若しくは仕様書等に定める事項に関する法令違反通報

又は内部通報等の情報を把握したときは、直ちにその把握した情報の詳細について

文書により監督職員に報告しなければならない。本契約終了後においても同様とす

る。この場合、報告を受けた監督職員は必要に応じて指示を行うものとする。 

４ 乙は、公租公課を滞納した場合は、速やかにその事実を甲に報告しなければなら

ない。 

５ 乙は、第１項から第３項までに規定する事故等が発生した場合に対応するための

体制を整備しなければならない。 

 

（公益通報者の保護） 

第２０条 甲及び乙は、業務委託員が甲の職員、代理人その他の者について公益通報

対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ

定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する

行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しく

はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したこ

とを理由として、甲においては本契約の解除、業務委託員の就業停止その他不利益

な取扱いをしてはならず、乙においては当該業務委託員に対して解雇その他不利益

な取扱いをしてはならない。 

 

（対価の支払） 

第２１条 乙は、第１４条第３項の検査に合格したときは、対価の支払いを、甲の出

納責任者（会計・資産管理部長）に作業実施月ごとに請求することができることと

し、請求する際には、当該月に係る第１４条第３項に規定する業務実施報告書(写)

を添付するものとする。 

２ 出納責任者は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して  

３０日以内に支払うものとする。 

３ 甲は、前項の規定にかかわらず、損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はそ

の額の算定等の適正を図るため必要がある場合、その額が確定するまでの間、乙に

対する支払いを留保することができる。その場合、乙は、次条の支払遅延損害金を

請求することができない。 

 



 

（支払遅延損害金） 

第２２条 出納責任者の責に帰す理由により前条の約定期限内に出納責任者が対価を

支払わないときは、乙は、甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日から

支払済みまで政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）

第８条に基づき財務大臣が決定する率（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期

間についても、３６５日の割合とする。）を乗じて算出した遅延損害金（１００円

未満の端数があるとき、又は１００円未満であるときは、その端数額又はその全額

を切り捨てる。）の支払を請求することができる。ただし、約定期限内に支払をし

ないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を、

遅延損害金を支払う日数から減ずるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第２３条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の

全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、信用保証協会、

中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金

融機関、資産の流動化に関する法律(平成１０年法律第１０５号)第２条第３項に規

定する特定目的会社又は信託業法(平成１６年法律第１５４号)第２条第２項に規定

する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 乙が本契約の履行を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、特定目的会

社又は信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法

（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関す

る民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第４条第２項に規定す

る通知又は承諾の依頼を行い、若しくは、乙が信託業法に規定する公告を行った場

合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。 

(1) 甲は、乙に対して反対債権を有するときは、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、

譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留する。 

(2) 丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれ

に質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 

(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納入地の変更、契約金額の変更

その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないも

のとし、本契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっ

ぱら乙と丙の間において解決されなければならない。 

 

（特許権等の費用負担） 

第２４条 当該業務の実施に当たり、第三者の特許権、実用新案権等の使用をすると

きは、その権利者又は代理者に対する使用料その他の義務は、乙がこれを負うもの

とする。 

 

（履行不能等の通知） 

第２５条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに本契約の履行を完了する見込

みがなくなった場合、又は本契約の履行を完了することができなくなった場合は、

直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。 

 

（甲の解除権） 

第２６条 甲は自己の都合によって本契約の全部又は一部の解除を行う場合は、乙に

対して３０日前までに文書による予告を行うことにより本契約の全部又は一部を解



 

除することができる。 

２ 甲は、乙が第３１条第１項の規定に該当する場合を除き、次の各号の一に該当す

るときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。なお、本契約の全部又は一部が解除された場合において、乙は、甲又

は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障が

ないよう協力する義務を負う。 

(1) 甲が事前に行う本契約の相手方として適当であるかを判断する審査において、

偽りその他不正行為により本契約の相手方となったとき。 

(2) 第５条に規定する履行期限内に仕様書等に定める業務を完了しないとき。 

(3) 本契約の解除を請求し、その理由が正当なとき。 

(4) 乙の責に帰す理由により、本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は

履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(5) 本契約の履行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認めら

れるとき。 

(6) 本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査

等を不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若し

くは虚偽の答弁をしたとき。 

(7) 乙、責任者等又は業務委託員が本契約に違反し、当該業務の実施に関して知り

得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 

(8) 本契約又は仕様書等に定められた内容に違反したとき。 

(9) 公租公課を滞納し、納付する見込みがないと明らかに認められるとき。 

(10) 甲が乙の社会保険料について、各月の納期内納入がされなかったことを確認し 

たとき。 

(11) 手形交換所の取引停止処分があったとき。 

(12) 乙の財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、若

しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。 

(13) 破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。 

(14) 営業を廃止し、又は清算に入ったとき。 

(15) 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受

けたとき。 

(16) 反社会的勢力と判明した場合又は取引がある場合。 

なお、反社会的勢力とは、暴力団、国際犯罪組織、国際テロリスト等、その他次

の各号に掲げる者をいう。 

ア 甲が提供するサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する

者 

イ 甲が提供するサービスの利用を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求を

する者 

ウ その他、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者 

(17) 甲との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき。 

(18) 私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があると

き。 

３ 甲は、乙から提供される業務の品質が、本契約の締結の際に定められた業務の品

質に関する合意に達しない場合で、かつ、その改善が見込めない場合には、本契約

の全部又は一部を解除することができる。 

４ 第２項又は前項の規定により、本契約の全部又は一部が解除となった場合におい

ては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に



 

供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。 

 

（違約金） 

第２７条 前条第２項又は第３項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたと

きには、違約金として、乙は契約金額から第１４条第３項の規定による検査が完了

した期間に相当する金額又は納品され合格となった成果物の対価を差し引いて得た

金額の１００分の１０に相当する金額(以下「違約金額」という。)を甲の指定する

期限内に、甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 

３ 第１項に規定する違約金額が、第２９条第３項の甲に対する損害賠償額を下回る

場合については、同項の甲に対する損害賠償額をもって違約金とする。 

 

（乙の解除権） 

第２８条 乙は、甲がその責に帰すべき理由により、本契約上の義務に違反した場合

においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないとき

は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項の規定は、乙が乙に生じた損害につき、賠償を請求することを妨げない。 

 

（損害賠償） 

第２９条 乙が本契約を誠実に履行する目的で業務に着手後、甲が、第２６条第１項

に基づき本契約の全部又は一部の解除をした場合は、乙は、甲に対し、その損害の

賠償を請求することができる。 

２ 甲が前項の請求を受けたときは、甲乙協議により損害額の確認を行い、通常かつ

直接の損害に限り賠償することとする。ただし、乙の同意を得て解除した場合はこ

の限りでない。 

３ 第２６条第２項又は第３項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合

において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対して生じた損害を賠償しな

ければならない。この損害額が第２７条第１項の違約金額を下回る場合は、同違約

金をもって損害賠償額とする。 

４ 甲及び乙は、本契約書又は仕様書等に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与

えた場合には、相手方に対して生じた損害を賠償しなければならない。ただし、第

３８条第１項に規定する損害を賠償する場合はこの限りでない。 

５ 本契約において相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可

抗力により生じた損害、第三者の行為等相手方の責によらない事由によって生じた

損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものと

する。 

 

（事情の変更） 

第３０条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の

著しい事情の変更により、本契約に定めるところが不当となったと認められる場合

は、本契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 

２ 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみて本契約金額について変更の必要があ

ると認める場合は、乙と協議することができる。 

３ 前項の規定により契約金額の変更に関して、協議が行われる場合は、乙は、見積

書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。 

 



 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第３１条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対して何ら

の予告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっ

ては、その役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）

第７条又は同法第８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の

場合に限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴

金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(2) 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同

法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定による刑の容疑により公訴を

提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項若しく

は第７条の７第３項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書

の写しを甲に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第３２条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部

又は一部を解除するか否かにかかわらず、甲の請求に基づき、違約金として、契約

金額の１００分の１０に相当する金額（以下「不正行為違約金」という。）を甲が

指定する期日までに支払わなければならない。 

 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第

８条の２（同法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の

規定による排除措置命令を行ったとき。 

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同

法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の

納付命令を行ったとき。 

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の４第７項若

しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った

とき。 

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止

法第８９条第１項の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するとき

は、前項に規定する不正行為違約金のほか、契約金額の１００分の５に相当する金

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）及び第７条の３第

１項の規定による課徴金の納付命令を行ったとき。 

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったと

き。 

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出

しているとき。 

３ 乙は、本契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項に規定する違約金の合計額（以下「不正行為に係る違約金額」



 

という。）が、次条第１項の甲に対する損害賠償額を下回る場合については、同項

の甲に対する損害賠償額をもって違約金とする。 

 

（談合等の不正行為に係る損害賠償） 

第３３条 第３１条第１項の規定に該当した場合において、乙が甲に損害を与えた場

合には、乙は、甲に対して生じた損害を賠償しなければならない。 

２ 前項に規定する損害賠償額が不正行為に係る違約金額を下回る場合については、

不正行為に係る違約金額をもって損害賠償額とする。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金に関する遅延損害金） 

第３４条 乙が第３２条に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、

乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理

等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第２９条に基づき財務大臣が

定める率（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日の割

合とする。）を乗じて算出した金額（１００円未満の端数があるとき、又は１００

円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）を遅延損害金とし

て甲に支払わなければならない。 

 

（施設、機器等の使用） 

第３５条 甲は、甲の構内において、乙が当該業務を行う場合については、当該履行

場所における施設機器及び電力等を無償で使用させるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により使用を認められた施設、機器等については、善良なる管

理者の注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 

 

（補償事項） 

第３６条 乙は、本契約に基づいて行った当該業務の履行中に、乙、乙の責任者等又

は業務委託員の責に帰すべき事由により、甲の建物、施設機器又はその他物品に損

害を与えたときは、無償で物品の取替え若しくは修理するものとする。 

 

（業務の処理責任） 

第３７条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いた

ため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよ

う追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資

材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない場合はこの限りではない。 

 

（知的財産権） 

第３８条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに納入された成果物の使用、

収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。乙は第三者の知

的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するもの

とする。 

２ 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うもの

とする。 

 

（損害賠償等に係る調査） 

第３９条 甲は、本契約の履行について、その原価を確認する必要がある場合、又は

本契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定



 

等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に

関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料

の提出を求め、又は監督職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調

査させることができる。 

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 

 

（支払対価の相殺） 

第４０条 本契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はいつでもこの金

額と乙に支払う対価を相殺することができる。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第４１条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて

甲乙協議の上解決するものとする。 

 

（裁判所管轄） 

第４２条 本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意裁判所

として処理するものとする。 

 

 

上記の契約の締結を証するため、この証書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自

１通を保有するものとする。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 甲  東京都杉並区高井戸西３－５－２４ 

    日本年金機構 理事長代理人 

会計・資産管理部長  岡部 太  印 

                 

 

乙   

    

  印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


